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令和７年度
合同研修事故防止研修会

「新潟市における事故事案と教育・保育施設・認可外保育施設等

における事故防止および対応マニュアルの活用について」

令和７年６月１１日（水）

こども未来部 幼保支援課
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本日の流れ

◆ 各施設での事故防止に対する対応について

STEP１ 園内の安全点検及び改善について

STEP２ 電子申請を使用した事故報告について

STEP３ 【共有】

新潟市の傾向、事故の集計、最新の情報

【参考】

こどもを事故から守る！事故防止ハンドブック

について
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事故の発生防止（予防）のための取り組み

事故予防対策

① 安全点検及び改善

園内の安全点検及び改善は定着していますか

安全点検表１ 環境上の点検事項（資料編２ｐ）

安全点検表２ 遊具（園内外） （資料編４ｐ）

安全点検表３ 保育室 （資料編５ｐ）

⑤ 保育上の自主点検

※ 各園の実情や実態に応じて、項目の見直しを行い実施する

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編11.12ｐ～

STEP１ 園内の安全点検及び改善について

3

安全点検表①
安全点検表②
安全点検表③

教育・保育施設
認可外保育施設に

おける事故防止及び
対応マニュアル

～資料編～

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

点検者

1 ブランコは安全に使えるか

2 滑り台は安全に使えるか

3 ジャングルジムは安全に使えるか

4 鉄棒は安全に使えるか

5 総合遊具は安全に使えるか

6 うんていは安全に使えるか

7 砂場に糞等落ちていないか

8 園庭に石，ガラス等危険物はないか

9 （雨上がり等）遊具が濡れていないか

10 水たまりはできていないか

11

12

13

　　　　　　　年　　　　　　月 遊 具 （ 園 内 外 ） 安 全 点 検 表 ２ 園長印

施設名

備
考

★点検チェックは、良好（〇）、改善（×）で示す

★異常があったときは、速やかに園長に連絡し、職員間で共有する

　　　　　　　年　　　　　　月

施設名

組 担任名

項　目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 棚の上に重たいものがのっていないか

2 机上に危険物は出ていないか

3
窓から身を乗り出せるような物は置いてな
いか

4 床が滑りやすくなっていないか

5 床に凹凸やささくれはないか

6 手洗い場は清潔で破損はないか

7 保育室は整理整頓，清掃されているか

8 机，いすに破損，ガタツキ，ささくれはないか

9 戸棚，整理棚など倒れやすくなっていないか

10 薬品は適切に管理されているか

11 掲示板に画鋲の針など残っていないか

12 温湿度計の管理はなされているか

13 非常口はふさいでないか

14 避難路の確保はできているか

15 破損したおもちゃ等の確認はされているか

コ　メ　ン　ト　欄

保 育 室 安 全 点 検 表 ３

園長印
★点検チェックは、良好（〇）、改善（×）で示す

★異常があったときは、速やかに園長に連絡し、職員間で共有する

施設安全点検表 １
（環境上の点検事項）

遊具（園内外）安全点検表 ２

保育室安全点検表 ３

【参考様式】
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事故の発生防止に関する留意点

〇日常的な点検

施設、事業者はあらかじめ点検項目を明確にし、定期的に点検を
実施した上で、文書として記録するとともに、その結果に基づい
て、問題のあるか所の改善を行い、また、その結果を職員に周知
して情報の共有化を図る。

教育・保育施設等にお
ける事故防止及び事故
発生時の対応のための
ガイドライン

平成２８年３月

６ｐ
【事故防止のための取り組み】

～施設・事業者向け～

「平成２７年度教育・保育施設
等の事故防止のためのガイドラ
イン等に関する調査研究事業検

討委員会」作成
こども家庭庁HP

参考

5

② こどもの人数確認

⑦ 送迎バス運行について

様々な場面で人数確認を行い事故を未然に防ぐ。

園児の欠席連絡が入っていない場合は、必ず保護者へ

速やかな確認を行う。

登園時、散歩時の園外活動の前後、場面の切り替わ

り等ダブルチェック体制の徹底

送迎バス運行の場合

乗車時及び降車時の確認及び降車後の座席確認。

バス乗車職員と園で受け入れる（送り出す）職員との

情報共有の徹底。

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル
～施設編 11.12ｐ～
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バス送迎に当たって
の安全管理の徹底に
関する緊急対策
「こどものバス送
迎・安全徹底プラ
ン」について

令和４年１０月１２日

【留意する点】

１ 所在確認や安全装置
の装備の義務付けに
ついて

２ 安全管理マニュアル
について

３ 万一重大な事案が
発生した場合等の対
応について

４ その他
教育・保育施設等に
おける事故防止及び
事故発生時の対応の
ためのガイドライン」
等を踏まえ適切に
取り組む

参考

7

保育所等の園外活動
時における園児の見
落とし発生防止に向
けた取組の徹底につ
いて

令和４年４月１１日

【園児の見落とし等に関する法令上の取扱い】

〇 保育所保育指針に基づく解説では、事
故防止及び安全管理の観点から「保育中、
常に全員の子どもの動きを把握し、職員
間の連携を密にして子どもたちの観察の
空白時間が生じないようにする」ことを
示している。

【園外活動時の安全管理に関する取組】について

〇 園外活動時の安全管理については、「保
育所等における園外活動時の安全管理
に関する留意事項」や当該留意事項の別
紙「散歩時の安全の取組（例）で示す必要
な取組を行っていただきたい。

【園外活動時の安全管理に関する各事業での支援】

【認可外保育施設における取扱い】

参考

8
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保育園等における
園外活動安全管理に
関する留意事項

令和元年６月２１日

参考

9

③ 園舎マップの作成

園舎マップを作成し、園舎内の危険箇所、注意が必要な

箇所をチェックし、職員間で共有する。

常に職員からの情報を収集し、追記していく。

◆ 事例紹介 ①

園舎マップを使用し、危険箇所の書き込み、周知を行う。

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編 11ｐ～

③ 園舎マップの作成
事例 １

10

9
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◆ 事例紹介 ①

園舎マップを使用し、危険箇所の書き込み、周知を行う。

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編 11ｐ～

③ 園舎マップの作成
事例 １

【令和6年度取組の動機】

・新しい職員体制の中で
施設内外について目を
配るポイントを共有する
ため

・職員みんなで危険箇所
を把握することで、事故
防止への意識を高める
ため。

【方法】

・園内研修を活用し、参加
職員全員で園舎内外の
見回りを行う。

・マップに気付きを書き
込む。

・後から気付いたことは
追記する。

【取組の効果】

・一人では「大丈夫」と
思っていたことやクラ
ス内にひそむ危険に
つながる可能性につ
いて大勢の目で見る
ことにより、気付きに
つながった。

・安全管理に対する意
識向上につながった。

11

◆ 事例紹介 ② 応用編

保護者と一緒に取り組んだ危険箇所への安全に対する

取り組み

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編 11ｐ～

③ 園舎マップの作成
事例 ２

【令和5年度取組のきっかけ】

・保護者から降園時のこどもの
姿について、意見をいただい
た。

・保護者と一緒に危険箇所を
意識していけるようにしては
どうかと考えた。

【方法】

・園周辺の地図を玄関に掲示
・保護者にヒヤリとした危険を
感じる場所の地図上に
シールを貼ってもらう。

12
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◆ 事例紹介 ② 応用編

保護者と一緒に取り組んだ危険箇所への安全に対する

取り組み

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編 11ｐ～

③ 園舎マップの作成
事例 ２

昨年度
からの
変更点

【令和6年度取組】

・職員が聞き取りまとめるのでは
なく、保護者が用意した地図に
シールを貼り、具体的にどのよ
うな危険を感じたのかを用紙に
記入してもらった。

【結果】

・保護者と園と一緒に「事故防止
に取組む」ことで「こどもの安全
を守る」共通の視点で共有でき
た。

・地図にない危険な箇所に対して
声をかけていただいた。

13

④ ヒヤリハットの記録、情報共有

「ヒヤリ」「ハッ」とした出来事を記録し、職員間で情報共
有する。事故報告が不要な「受診に至らないケガ」や「誤飲」
「負傷はないがヒヤリとした事例」について必ず「ヒヤリハッ
ト」記録に残し、自園の傾向を知るために分析・対策を講じ、
全職員に周知する。

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編11ｐ～
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教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編11ｐ～

ヒヤリハットを出してもらおう！

・職員全員に、日々の保育の中で体験したヒヤリハットし
た事例をいくつもあげてもらうことから始まります。

ヒヤリハット・・・事故につながる危険があったが、事
前にわかって大きな事故にならなかった事例。

【ヒヤリハットは簡潔に】

あまり細かく書く必要はありません。

項目もこのようなことだけで

十分です。
・誰が
・いつ
・どこで
・どんな危ないことをしたか
・どんな危ない場面があったか

参照：猪熊弘子他著 重大事故を防ぐ園づくり

あつめ
よう

15

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編11ｐ～

【多い対応例】

・事故が起きた経緯について調査し、保護者に説明・謝罪

・かかわった職員や他の職員に「今度はよく気を付けてね」と

注意喚起を促す

・対処療法に過ぎず、危険の潜在的要因には手がつけられていない

⇒類似の事故が繰り返し起きてしまう

【再発防止へのアプローチ】

・過去のデータを分析し、事故の原因に着目した問題解決のアプローチ
へと発想を変える

・職員個々の自覚や注意に任せず、組織的に安全品質を高める

再発防止の検討

16

15
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教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編11ｐ～

園内では繰り返し同じような事故が起きている

子どもの遊んでいる場面を見て、危ないと感じることは、保育士の
専門性にかかわる重要な資質のひとつです。
日々の保育の中で、子どもたちの健やかな育ちと安全を守るため
には、

〇子どもたちの事故リスクを認知できる能力
〇潜在的な事故リスクを発見する能力
〇どうしたら事故の発生を回避できるかを考える能力が問われ
ます。

※繰り返し起こる小さな事故には大きな事故がたくさん隠れてい
ます。小さな事故からしっかり検証を！

17

⑥ 映像記録の活用より

◆事例紹介③ 撮影した記録から分析し再発防止に取り組む

〇 職員はいつでもどこでもタイミングを待たずに速やかに確認できるよう、モニターの

設置位置や扱い方の周知、確認時の人員配置に配慮している。

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編12ｐ～

⑥ 映像記録の活用
事例 ３

＜確認者＞
・発見職員
・主幹保育教諭
＜確認方法＞
・場面の日にち
・時間
・名前
・簡潔に内容を
記入

簡潔な
メモ

18
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⑥ 映像記録の活用より

◆事例③ 撮影した記録から分析し再発防止に取り組む

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編11.12ｐ～

【方法】

・当日の午後等、時間ができたタイミングで、場面前後に
渡る経過の流れや状況を確認。
・映像を拡大スロー再生しながら、できるだけ細かく確認。
・職員間で映像から検討し、速やかに改善する。

【取組の効果】

・人の思い込みや見間違いもある中、視覚だけでは追えない
箇所について、映像確認では落ちついて冷静に判断できる。

・事故の傾向や割合を集計、職員間で共有することで、事故
防止につながっている。

職員間の共有方
法としては休憩
室のホワイト

ボードに掲示す
ることで、全て
の職員が目にと

まりやすい

19

（２）緊急時の対応体制の確認・周知

「いつ、誰に起こるかわからない=私たちの園でも起こる可
能性がある」という前提で、日頃から緊急時の対応体制を整え
ておく。

緊急時の役割分担を決め掲示する。

受診医療機関のリスト、救急車の呼び方を掲示する

緊急時の持ち物・関係機関（区役所、警察等）一覧

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編12ｐ～

20

19
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（３）職員の資質向上

①事故への認識、危険に対する予知能力、危機管理意識の向上を図る

②緊急対応、事故発生時の対応能力の向上を図る

・自治体等で行われる研修・実技講習等に積極的に参加する

・救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、ＡＥＤ・エピペン®の

使用等）の実技講習、事故発生時の対処法を見につける実践的な

研修。

・１１９番通報訓練を行う。園庭での活動中、園外活動中、場所や

場面、職員の配置の状況を変え、実践的なものとなるよう工夫し

て実施する。

※上記については、教育・保育施設に関わる全ての職員が対象

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～施設編12ｐ～
まとめ

21

◆ 医療機関の受診を伴うすべての事故について電子申請による

報告が必要です。

電子申請の報告について

保育園、認定こども園、地域型保育事業：区の指導保育士

認可外施設、病児・病後児施設

支援センター、一時預かり：幼保支援課

内容の確認・再発防止に向けた助言・集計

令和７年度より「休日保育」についてフォームで選択できます。

STEP２
電子申請を使用した
事故報告について

22

21
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◆ 重大事故 国報告が求められる事故

・ 死亡事故

・ 意識不明事故

どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの

・ 治療に関する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う

重篤な事故

◆ 重大事故等 国報告に至らないがそれに準じる事故

・ 骨折 治療期間３０日未満

・ 縫合を伴うケガ

・ 火傷

・ その他 重篤と思われるケガ等

STEP２
電子申請を使用した
事故報告について

23

｢事故の経過報告書｣R7.4月改訂 教育・保育施設等事故報告書(Ver.5)

教育・保育施設
認可外保育施設に
おける事故防止及び
対応マニュアル

～資料編～

24

23

24
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施設で起きた事故の分析について

【事故発生時の詳細】

・１歳児 遊戯室で園児５名 保育士２名 ソフト積み木とボールを出して遊んでいた。

・本児がソフト積み木をもって移動した際、上前歯あたりから出血

【なぜそのような状況になったのか】

・本児がソフト積み木を持っていることに危険を感じ、一度は制止したが、その後泣い
ている他児に保育士の意識が向いてしまい再度積み木を持ちながら歩き始めたことに
気付くことができなかった。本児のそばから離れた際、同じ行動をするかもしれないと
いう予測ができていなかった。

【類似事故を再発しないためにはどうすればよいか】

・ものを持って歩くことで怪我につながる危険があることを再確認し、一時的にものを
預かり安全に移動できるようにする。また、ソフト積み木はぶつかり方によって衝撃が
大きいこと、足元にあると不安定で転倒しやすいことを改めて周知し、全体のこどもの
姿をしっかり把握できるよう制止した後も危険予測を常に行い対応できるようにする。

STEP2
電子申請を使用した
事故報告について

＜電子申請参考例＞

25

STEP３
新潟市の傾向、事故
の集計、最新の情報

【事故報告件数（R6.４月～R７.３月）】

26
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STEP３
新潟市の傾向、事故
の集計、最新の情報

27

STEP３
新潟市の傾向、事故
の集計、最新の情報

１報告対象・送迎バス内や
園外保育等での園児の置き
去り・園外への脱走や園外
保育、散歩等における園児
の見失い・上記と類似の状
況

①区役所へ電話で一報
②区役所および
幼保支援課宛

「教育・保育施設等事故報告
書（Ver.５）」をメールで送信
する。

28
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STEP３
新潟市の傾向、事故
の集計、最新の情報

0歳から6歳（小学校に
入学前の未就学児）のこ
どもに、予期せず起こり
やすい事故とその予防法、
もしもの時の対処法のポ
イントをまとめたもので
す。
こどもの周囲の大人たち
が、安全な製品の選択、
正しい利用により、こど
もの身の回りの環境を整
備して、対策を立てるこ
とで、防げる事故があり
ます。

29

STEP３
新潟市の傾向、事故
の集計、最新の情報
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ご清聴いただきありがとうございました。

私市立が共に学び合う新潟市へ

令和７年度
事故防止研修会
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